
別添１

令和7年1月15日

協議会名： 安曇野市地域公共交通協議会

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

南安タクシー（有）
安曇観光タクシー（株）
あづみの第一交通（株）

・デマンド交通「あづみん」区域
型運行。
・地域間幹線系統路線に接続
する7系統を運行。
・車両減価償却費国庫補助金
（南安タクシー(有)3台）を受給。

デマンド交通については、実証
運行を経て、令和6年4月から
土日祝日の通年運行を開始し
た。また、利用者の意向を踏ま
え、一部運行エリアを改善する
措置を行った。観光周遊バスと
の役割分担（輸送範囲の連携）
を行ったことで、観光客等来訪
者の利用の獲得につながって
いる。
また、市の公共交通体系の在
り方を検討するため、人流デー
タを活用した市内の移動ニーズ
を分析、デマンド交通以外の移
動手段の導入可能性について
検討を行った。

A
当初の計画どおり事業を実
施することができた。

A

デマンド交通の年間目標利
用者数を87,000人に設定し
ていたが、R6事業年度の実
績は92,316人で目標を達成
した。
前年度と比べると利用者数
は約8,400人増加した。
交通不便者（高齢者、障が
い者）の移動については一
定程度確保できている状態
だが、利用が集中する時間
帯（特に朝と夕方）は供給量
に対して需要が超過してお
り予約が取りづらい状況が
発生している。デマンド交通
を軸とした既存の交通体系
に依存しすぎることなく、メイ
ンユーザーごとのニーズを
とらえた移動手段の役割分
担の必要性を感じており、
在り方の再編成が求められ
ている。

デマンド交通については、利用
者の意見を踏まえながら引き
続き改良、改善を図っていく。
具体的には、運行効率の改善
と利用者への広報周知に取り
組む。
上記と合わせて、デマンド交通
を含めた市の地域公共交通の
在り方について引き続き研究す
る。高齢者の通院や買い物、障
がい者等の事業所への通勤、
来訪者の輸送など異なる目的
の移動ニーズに対してどのよう
な交通手段が最適となるかを
検討し関係者間で調整を進め
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況



地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　安曇野市は長野県中央部西側に位置し、平成17年10月に５町村が対等合併して誕生した市である。北アルプスの山
岳地帯と山間部及び平たん部から構成されている。人口は減少傾向が続いており、平成22年の国勢調査の人口96,479
人と比べ、令和2年の同人口は94,222人となった。また、市全体人口に対する65歳以上が占める割合は約3割となってお
り、全国の多くの自治体同様、本市においても少子高齢化が進行している。
　当協議会では、本市の地域性を踏まえ、市全域でデマンド型乗合タクシー「あづみん・のるーと安曇野」（以下「あづみ
ん」と言う。）の運行を行っており、日中は高齢者・障がい者を中心として医療機関等への通院や買い物、福祉施設への
移動手段を確保している。また、あづみんの運行前後の時間帯には、市外へ至る重要な公共交通であるJRの２路線間
を結ぶ定時定路線バスを運行し、通勤・通学者の移動手段の確保を図っており、生活交通ネットワークを構築していると
ころである。
　当市では、令和5年3月に市地域公共交通計画を策定し、鉄道やあづみん、定時定路線バスを中心とした日中の生活
交通の維持、充実及び朝夕の通勤、通学のための移動手段を確保、維持していくこととしている。特にあづみんについ
ては、令和4年度中に運行の一部見直しを実施し利用者の利便性向上に取り組んでいる。予約方法の充実（スマート
フォンアプリ、LINEからの予約を導入）や土日祝日の運行を行う（令和6年4月から）ことで、新たな利用者の確保に努め
ているところである。
　あづみんは平成19年10月の本格導入から18年目を迎え、高齢者、障がい者をはじめとする交通弱者の足として定着
しているが、今後予想される高齢化の進行及び自動車免許自主返納者の増加により、公共交通としての必要性はより
一層増していくと考えられる。また、観光客やビジネスパーソンなど、公共交通を利用して本市へ来訪される方の二次交
通としてもより一層機能させていく必要がある。
ドアツードア方式というサービスレベルの高さを広く周知することで利用者を確保し、市民の暮らし、来訪者の移動、生活
を支える“足”となる持続可能な交通体系の維持、確保につなげたい。
　一方で、地域公共交通の担い手不足は深刻化しており、また多様化する利用者ニーズに対して既存の公共交通体系
では十分に対応できない面がある。持続可能な地域公共交通の在り方について、今後さらなる研究、検討が必要であ
る。
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事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について
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